
 

「排水機場カード」の配布を始めます 

西尾市内にある排水機場について、より多くの方々に知っていただくため、施設を 

訪れた方を対象にカード配布をします。 

 

●カードの配布について 

（１）配布開始日 

    令和６年１１月１日 

  

（２）配布場所・時間 

    愛知県西三河農林水産事務所幡豆農地整備出張所 １階 

    調査・団体営・単県グループ受付（西尾市寄住町下田１３） 

    平日の開庁日 10：00～16：00 

 

（３）配布条件 

 カードは排水機場への来訪者へ配布します。 

    ただし、排水機場は無人であるため、幡豆農地整備出張所を訪れ、 

事務所受付にて、現地を訪れたことを、スマートフォンやデジタル 

カメラで撮影した写真などで証明することで配布します。 

（詳細は別紙のとおり） 

 

（４）配布枚数 

 写真撮影した各排水機場のカードお一人様１枚限り、手渡し配布。 

 来訪時に提示していただく証明写真に対象の方が写っていれば、排水

機場に訪れたことの証明として、人数分のカードをお渡しします。 

豪雨や大雨による浸水被害を軽減する目的で設置した排水機場を紹介するた

め、「排水機場カード」を作成し、当出張所にて配布を始めます。 

 

〈 お問い合わせ 〉 

  愛知県西三河農林水産事務所幡豆農地整備出張所 

調査・団体営・単県グループ 

   電話：0563-56-1809（ダイヤルイン） FAX：0563-57-5505 



豪雨や大雨による浸水被害を軽減する目的で設置した排水機場を紹介するた
め、排水機場カードを幡豆農地整備出張所にて配布を始めます。

※ただし、各施設とも無人であるため、現地を訪れた際に写真を撮った後、幡豆農地整備出張所に

来ていただき、写真にて現地を訪れたことを証明することで配布します。

（写真撮影した排水機場のカードお一人様１枚限り、手渡し配布）

カードは排水機場への来訪者へ配布します。

① 排水機場を訪れ、写真を撮る。（スマートフォンでもOK）

【イメージ写真】

② 幡豆農地整備出張所１階 調査・団体営・単県グループ受付に来訪。

①で撮った写真を見せることで配布。

排水機場カード（見本）

【カード表面】 【カード裏面】

※カードの掲載内容等は予告なく変更することがあります。

別紙

【配布場所・時間】

西尾市寄住町下田１３

愛知県西三河農林水産事務所

幡豆農地整備出張所 １階

調査・団体営・単県グループ受付

平日の開庁日 １０：００～１６：００

【お問い合わせ】

電話番号 ０５６３-５６-１８０９

S A M P L E

各カード一人１枚手渡し配布

～配布までの流れ～

カード配布開始日 令和６年１１月 １日



【対象施設の位置図】

【対象施設の住所一覧表】



排水機場位置図（詳細図）



排水機場位置図（詳細図）



排水機場位置図（詳細図）


